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教育・保育施設等における睡眠中の事故防止対策の徹底について 

 

 

このことについて、こども家庭庁から別添のとおり事務連絡がありましたので、お知ら

せします。 

教育・保育施設等において、安全な教育・保育環境を確保する上で、睡眠中の窒息リス

クを除去することは極めて重要です。 

教育・保育施設等における睡眠中の事故防止については、「教育・保育施設等における事

故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」（平成 28年３月）の中で注意事項を

示していますので、各事業所等におかれましては、本ガイドラインを参考に、必要な取組

を行っていただくようお願いします。 

 

【参考資料】  

○教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン（平成

28年３月）内閣府、文部科学省、厚生労働省 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline/  

○令和５年度子ども・子育て支援調査研究事業『教育・保育施設等における「教育・保育

施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」等の効果的な周

知方策についての調査研究』 

（実施者：PwCコンサルティング合同会社） 

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/accident-prevention-at-nurser

y-facilities.html 
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